
2．6．・公的医療保険縮小の動き  

規制・制度改革に関する分科会のライフイノベーションWGは、 

外併用療養（いわゆる『混合診療』）の原則解禁」を検討項目のひとつに掲げて  

いたが、その後、イ混合診療」という表現を削除し、「保険外併用療養の拡大」  

に修正した。   

しかし、経済産業省の報告書「産業構造ビジョン2010」では、公的保険を縮  

小しようとする流れが打ち出されており、要約すると「財源の負担が大きくな  

るため、公的医療保険ぺの依存から脱却すべき」とされてヤ、る（表2・6・1）。こ  

れは、まさに財源ありきの議論であり、日本医師会としては大変遺憾である。  

国民皆保険は絶対に堅持すべきであり、そのための財源の確保を放棄してはな  

らない。  

社団法人 日本医師会  
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表2・6・1「産業構造ビジョン2010」の医療・介護等の産業創出戦略コンセプト  

産業構造審議会産業競争力部会報告書「産業構造ビジョン2010」から抜粋  

多様で質の高いサービスの効率的な供給を目指す「医療・介護・高齢者生活  

支援関連産業」創出戦略  

戦略のコンセプト  

医療・介護塙齢者生活支援については、前述した通り、今後、健康維持期におけ  

る疾病予防や介護予防、慢性期・終末期における介護・疾病管理・リハビリ・看取りな  

どJ急性期前後でのサービス需要が多様化してくるよこうした中で、全て．のサービス  

供給を医療・′介護機関が行いこその財源も公的保険に依存することは、直療・介護機   

関及び我が国財政の負担が加速的に大きくなることを意味するが、現実としてその持  

続性を確保していくことは大きな課題である。  

そのため、今後は、痘痕■介護機関と健康関連サービス事業者との連携推進等に  

より保険外のサービスを拡大することで、今的保険依存から脱却するとともに、新し  

いサービスが消費者から相応の対価を得て自律的に成長し、社会保険とうまく連  

動してシーム■レスな医療・介護・高齢者生活支援サービスを提供する産業（「生活  

医療産業」）の創出を促す。こうした産業の創出によって、患者・消費者本位の多  

様で質の高いサービスが供給されるとともに、医叡介護機関の負担減や医療責  

の適正化も期待されるニ 

＊出所：「産業構造審議会産業競争力  部会報告書（案）…産業構造ビジョン2010－」2010年6月1日  

http＝／／www・meti・gOJp／comm眈ee／materia］s2／downJoadnles／glOO601a12j．pdf  
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3．医療ツーリズム  

3．1．医療ツーリズムに係る最近の動き   

医療ツーリズヰ（メディカル・ツ」リズム）については、経済産業省が2009  

年度に医療機関9施設に外国人顧客（患者ではなく顧客と呼ばれて㌧、る）24人  

を受け入れて健診、人間ドックを行なう調査事業を行なった16。参加した団体の  

中にはこJTBや野村総合研究所といった株式会社もある。   

経済産業省が2010年3月にまとめた報告書1 

のような世界の患者の高い期待に応えていくことは」日本の医療サ⊥ビスが世  

界の医療サービスと葵に向上することにつながり、結果として、外国人・日本  
ひえき  

人双方に稗益する」18とある。   

また、2010年4月には、同調査事業に参画したJTBが、メディカルツーリズ  

ムに取り組む専門部署を立ち上げた19。   

2010年6月1日には、経済産業省から「産業構造ビジョン2010」．が発表さ 

れた。この中でも、医療の国外需要を喚起するため、医療滞在ビザを創設すべ  

きとされている（表3．1．1）。   

2010年5月26日には、’厚生労働省の政策会議に、「平成22年版厚生労働白  

書（暫定版）」が提出された。土れに関して議員から「『メディカルツユリズム』  

に 

いか」とーの指摘があった20。これに対して、厚生労働省は「国家戦略室を中心に、  

他省庁でも詰めてきてい‘るが、牒生労働白書に入れるのには多少フライ 

と思っている。国家戦略室で一旦方針が打ち出されたら厚生労働省でも打ち出  

16経済産業省「国際メディカルツーリズム調査事業報告書」2010年3月  

17報告書作成は、一株式会社野村総合研究所 
18経済産業省「国際メディカルツーリズム調査事業報告書」2010年3月  

19http：〟www・jtbcorp・jp／scriptsJld／image－yiew・aSp？menu＝news＆id＝00001＆new？LAO＝1269  

202010年5月26日，第18回厚生労働省政策会議 議重要旨  
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していくことだと思っている」「白書の記述に6月中の動きは反映できるので、  

そめ時点でご指摘の尽も反映が必要であれば盛り込むことは可能」■と答えてお  

り、厚生労働省政務三役、事務局ともをキ、．医療ツーリズムに否定的ではなく、  

むしろ前向きであることがうかが′える云  

．表3．1．1「産業構造ビジョン2010」の医療サービスの国際化に向けた考え方  

産業構造審議会産業競争力部会報告書「産業構造ビジョン2blO」から抜粋   

医療サービえの国際化に向けた戦略的取組展開  

i）受入支援機能の強化   

（前略）必要な機能を個々の医療機関や仲介事筆者だけで抱えるのは難しいこと  

からこ今後、官民一体となって受入を支援する組織を立ち上げる必要がある。  

ii）供給体制の強化  
ノ  

（前略）外国人受診者を受け入れるに当たって求められるサービスを提供できる医  

療櫨関については、国として支援すべき外国人受入医療機関として認証し、外国  

．人医師臨床修練制度の緩和による外国人医師の受け入れなど、受け入れを推進  

するに必要な規制緩和を進めていくべきである。  

iii）国外需要の喚起  

（前略）現地医療機関や医師の診断書や、日本の医療機関又は医師の招聴状を  

有して 

的な期間延長、数次ビザの容易な発給などを可能とする「医療滞在ビザ」（仮）を創  

設・発給すべきである。  

iv）白木の医療サ「ビスの国外展開  

（前略）これまで国のODAなどを活用して医療機器を中心に国外展開が行われて  

きたが、今後は医療機器に加えて、医療サービスの担い手である医療機関や医師、  

さらには医薬品をも併せて、この3つを有機的に連携させた形で、日本の医療サービス  

そのものをシステムとして輸出していくという視点が重要である。（後略）  

＊出所：「産業構造審議会産業競争力部会報告書（案）～産業構造ビジョン2010－」2010年6月1日  
http：／／www．meti．gojp／committee／materiars2／dcwn．oadfifes／g†OO601a12j，Pdf  
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「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書（案）」の規制改革事項にも、  

外国人受診者に対する査証発給要件等の緩和が挙がっている。  

表3．1，2 規制t制度改革に関する分科会の外国人受診者の受け入れについての考え方  

から抜  

「内外に開かれた医療先進国一日本」に係る査証発給要件等の緩和・外国人医師の  

国内診療等一医療のために来日する外国人を受け入れる国際医療交流への取組等－  

当該規制改革事項に対する分科会－WGの基本的考え方  

0我が国の医療技術の進歩、さらには医療を成長産業として捉える観点から、   

開かれた医療を実現すべきである。  

○そのためには、外国人患者受入れの基盤整備をすすめるべきである。病床規   

制の見直し、国内の医師不足の解消、医療梯関の広告規制、未承認真の使   

用規制など課題は多いが、当面取り組むべきものとして、医療ビザについて、   

早急に検討する必要がある。  

○また、外国人医師・看護師の受入れに？いても積極的に進めるべきである。   

［医療ビザ］  

○現行の「商用」または「観光」目的の申請で問題なく対応可能との意見もある   

が、現実的に鱒取得に困難を伴う場合が多く、特に、患者本人ではなく同行者   

にビザが下りないことが多いとの指摘がある。  

○わかりやすさの観点からも、明確に医療を目的としたビザを創設すべき。また、   

医療ビザを創設すること自体が、我が国が外国人患者受入れに積極的である   

ことを示すアピールにもなる。  

○その際、複数回の来日を可能とするようビザの有効回数を弾力化するととも   

に、外国人患者本人だけでなく、その間行者（家族等）についても同様に認め   

るべきである。  

○なお、治療が長引いた場合のビザ延長申請に関して、申請者が患者であるこ   

とに鑑み、病院関係者等たよる代理人申請を認めるべきであるとの意見があ  

るため、手続をよりわかりやすくするための措置が望まれる。 

［外国人医師の国内診療］  

○外国人医師については、臨床修練制度の要件を緩和し、医療研修目的以外   

にも対象を広げ、医療機関の要件も緩和・撤廃すべき七ある。  

○我が国の看護師免許を持つ外国人看護師については、現行7年の滞在年限   

を撤廃するとともに、医師と同様に臨床修練制度を活用した受入れを段階的l±   

緩和すべきである。  

＊出所：第3回規制・制度改革に関する分科会（2010年6月7日）  
「規制・制度改革に関する分科会第一次報告書（案）J  

http：／／vvww．cao．gojp／sasshin／kise卜seido／meeting／2010／subcommittee／0607／itemlO＿03＿01．pdf  
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なお、イ医療ツーリズム」を広義に解釈すれば、・その中には「移植ツーリズム」  

がある。2004年、WHO（世界保健機関）は、イ人の組織や臓器の国際的な取引  

という広範な問題へ配慮して、最も貧しく虐げられやすい人々せ移植ツーリズ  

ムや、組織や臓轟の売買から保護するための対琴を講じるように」との呼び声ゝ  

けを行なった21。   

また、2008年には、国際移植学会が「臓器取引と移植ツーリズムは、公平、  

正義、人間の尊厳の尊重といった 

る。移植商業主義は、貧困層や弱者層のドナーを標的にしており、容赦なく不  

公平や不正義を導くため、禁止されるべきである」「国外患者への治療は 

によって自国民が受ける移植医療の機会が減少しない場合にのみ許容される」  

などの原則を織り込んだイスタンブール宣言を発表した22。   

日本医師会は、当然、WHOの呼びかけとイス．タンブール宣言を遵守し、移植  

ツーリズムについては容認できない。  

21WorldHeqlthAs占eⅡ1blyResolution57・18，Humanorganandtissuetransplantation，22May2004，  
http：／／www・Who・int／gb／ebwha／pdL丘1es／WHA57／A57＿R18－en．Pdf  

また、WHOは2008年に発表した「ヒトの細胞、組織および臓器の移植に関する行動原則」において、あ  

らためて、糾包・組織、臓器の購入等を禁止している。WHOGuidingPrinciplesonHumanCell，Tissue  

andOrganTransplantation，EB123／5ExecutiveBoaid123dsessiorl，26 
22国際移植学会「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」2008年5月2日（翻訳－●日  
本移植学会アドホック翻訳委員会）  
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3．2．外国人患者の受け入れについて  

「産業構造ビジョン2010」、規制・制度改革に関する分科会はともに、医療を  

成長産業として捉えている。日本医師会も、これまで経済波及効果や雇用誘発  

数を推計して医療が産業として重要な位置づけにあると認識してきたところで  

あり、医療への投資は、将来の経済成長をもたらすものと 

しかし、現在は、‘地域医療崩壊の危機にある。医療を成長産業として捉えるの  

は良いが、まずは、地域医療再生の道筋を示すべきである。「産業構造ビジョン  

201？」は、日本国内の医療再生への道筋とは関嘩なしに、官民一体となった外  

／国人患者の受け入れを支援する組織の立ち上げ、国による外国人受け入れ医療  

機関の認証が必要であるとしているが、それは順序が違うといわざるを得ない。   

その上で、日本医師会は、日本人であれ、外国人であれ、患者を診察、治療す  

ることは医師の当然の責務であり、人道的見地からも不合理な規制は緩和すべ  

きセあると考える。 

現在も外国人患者を診察、治療している医師は少なくない。良心的に診療報酬  

なみの治療費で診察し、医療機関が持ち出しをして対応しているところもある。  

医療機関には、日 

ような経営体力が必要であり、そのためには、診療報酬を全体的にうlき上げて、  

医業経営を支える必要がある。   

ただし、日本人の保険診療患者が締め出されていたり、日本人の自由診療患者  

も含めて鱒大な治療費が請求されていたりすれば問題であ 

ても実態把握に努吟るが、日本の医療を混乱させないためのガイドラインが不  

可欠である。  

社団法人 日本医師会  
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3．3． 医療ツーリズムと混合診療の全面解禁   

日本医師会は、営利企業が関与する組織的な医療ツーリズムには反対である。  

営利企業は、診療報酬に縛られず、自由価格の医療市場が鱒大することを期待  

する。医療の質が担保できなくなるだけでなく、混合診療の全面解禁が後押し  

され、公的医療保険の保険給付範囲を縮小させるおそれがある。   

医療ツーリズヰで日本を訪れる、富裕層の外国人は、全額自己負担で診療を受け、  

現金やカードで支払う。医療機関からすれば、レセプトの請求をする必要がな  

く、かつ現金収入にもなる。診療報酬上の点数よりもはるかに高い金額を設定  

することもあるだろう。そして、全額自己負担で、高い診療費を支払う外国人  

患者は優先的に扱われることになる。   

現在、医療ツーリズムの外国人患者を受け入れたいとしている医療機関は、  

PETやMRIなどによる健診（自費で行なう場合は健診）が空いてレ†るところか  

もしれない。しかし、それらの医療機関が、外国人患者に対して自由価格を設  

定して収益をあげ、経営状況が好転するようになれば、最新の画像診断機器を  

装備した近隣の医療機関も、それにならうことは容易に想定できる。そうなる  

と、画像診断などの公的医療保険診療による検診（公的医療保険で給付される  

場合は検診）が混んでいる医療機関も外国人患者の受け入れを始めるだろう。  

そして、保険診療で受診している多くの日本人の患者は、これまでよりも後回  

しにされる。   

そうなると、「全額自己負担でもいいから、、優先的に検査、治療をしてほしい」  

という日本人患者が出てくることになり、全額自己負担できない日本人との格  

差が生じる。また、すでに病気で通院中の、ある程度の高所得者は、検査につ  

′ いては全額自己負担するので優先的に受けたいと思うようになる。このことが  

混合診療の全面解禁を後押しすることになるだろう。  

またMRIな．ど最新の医療機器によろ診断は全額自己負担ということが一般化  

社団法人 日本医師会  
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すると、最新の医療機器による診断を公的医療保険に組み入れるインセγティ  

ブが働きにくくなる0そのほうが医療費、 

る。その結果、・多くの患者は最新設備の整った日本にいながら、適切寧検診を  

受けられないという事態になる。 

さらに、日本人および外国人患者を自由価格のみで診療するようになった医療  

機関は、．診療報酬とは関嘩がなくなる。これらの医療機関は診療報酬を引き上  

げる動きに同調する必要がないので、公的医療保険を拡充しようという働きが  

全体的に弱まり、診療報酬はますます抑制される。   

その結果、都市部などで、外国人患者や富裕層の日本人患者が見込める地域と、  

そうではない地方との格差が拡大する。地方の医療機関では、診療報酬が伸び  

ない中で苦戦を強いられ、最悪の場合には、■地域医療が完全に崩壊する。   

もちろん、現在、個別に外国人患者を受け入れている医療機関、医師がそうで  

あるように、医療ツー・リズヰを受け入れる多くの医療機関は、健診や治療に良  

心的な価格で対応すると考えられる。しかし、ここに、株主への配当を至上命  

令とする株式会社が関係してくれば、どうしても経営効率を重視せざるを得な  

く、なる。  

社団法人 日本医師会  
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3．4．医療における株式会社参入の問題点   

経済産業省の実証事業には株式会社である旅行会社が参画している。医療ツー  

リズムが進展しても、株式会社ほ、最初のうちは旅行業など限定された廃園に  

しか参入しないかもしれない。しかし、，医療機関と連携して事業を麺めるうち  

に、医療機関にも株式会社的な発想を求めるようになる。株式会社自らが医療  

機関の経営に参画したはうが効率的だと考え始ゆるようにもなる。  

病院、診療所は営利を目的としてお．らず、医療法第54条には「医療法人軋  

剰余金の配当をしてはなちない」とある。   

これに対して、株式会社は株式の引き受けを前提にした会社である23。株主は  

高い配当を得ることを目的に株式を購入する。したがって、株式会社にとって  

配当は至上命令であり、株式会社は医療政人に比べて、より大きな利益を確保  

する必要がある。その結果、次真に示すような問題が発生する。  

図3．4．1医療法人と株式会社の違い  

費用   利益   

再鱒資   

費用’ 利益   

23会社法第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。  
1次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式（株式会社の設立に際して発行  

する株式をいう。以下同じ。）の全部を引き受ける方法  
2 次節、第三節、′第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株  
式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法  
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医療への株式会社参入の問題点  

①医療の質の低下   

保険診療において、コ大ト圧縮と医療の質を両立させることは、非常に困   

難である。収入拡大やコスト圧縮を追求するあまり、乱診乱療、粗診粗療が   

行なわれかねず、安全性への懸念が高まる。  

②不採算部門等からの撤退  

利益を追求するため、不採算な患者や部門、地域から廠退することはも▲ち  

ろん、医療機関経営自体から撤退することもある。  

③公的医療保険範囲の縮小   

コスト圧縮にも限界がある。そこで、株式会社は政策的に医療費が抑制さ  

才しない自由診療の増収を図ろうとし、公的医療保険給付範囲の縮小、自由診  

療市場の拡大を期待する。  

④．患者の選別   

本業が保険、金融業などの場合、患者情報を顧客情報として活用できる。  

医療、民間保険、金融といった資本の輪が完成すれば、患者（顧客） 

囲い込みは容易である。そして、いっでも 、どこでも、同じ医療を受けられ  

る権利は失われる。  

（9患者負担の増大   

株式会社が医療に参 

社化が進んでいく。株式会社がこぞって利益を追求すれば、医療費・が高騰す   

る。保険料や患者負担も増大し、低所得者が医療から締め出される。  

社団法人 

28   



3．5．株式会社特区について   

2010年4月．30日、国家戦略室の成長戦略軍務局チームが地域活性化統合本  

部に対してヒテ′リングを行なった。その際、「総合特区制度」の創設が議論の狙  

上にあがってお‘り、資料には噛療（機関琴区、地域特区）」とある24。資料に  

これ以上の説明はなく、また議事録も公開されていないが、株式会社特区の構  

想が再び浮上している可能性がある。  

株式会社特区については、2004■年5月、28日に、構造改革特区法が改正され、  

同18条にもとづき、株式会社が特区において、高度医療の提供を目的とする病  

院または診療所を開設することが認められた？5。 

高度医療とは、再生医療、遺伝子治敏一高度な技術を用いる美容外科医療、提  

供精子による体外受精などを指す26。特区では保険医療機由の指定は行なわれず、  

自由診療のみである。   

これを受けて、2005年7月19日に、神奈川県全域を対象に■した「かながわ  

バイオ医療産業特区」において、株式会社による病院等の開設が議定された27。  

そして2006年7月に、株式会社バイオマスターが、高度美容外科医療を提供す  

る診療所を開設した28。   

当該株式会社特区に対しては、「株式会社による開設を可能にすることで、資  

金調達力等を活かし、研究成果の円滑な事業化、新たな研究開発への投資促進、  

関連産業への経済的波及を図り、民間主導による地域産業活性化、県民の長寿・  

健康、心豊かな暮らしの一声－ズの充足を図る」29ことが期待されセいた、。  

242010年4月30日，成長戦略事務局チーム各府省ヒアリング配付資料  

http：〟www・kantei・gO・jp毎／sing沌okkasenryaku／image／20100430」imuk少okuhear＿kinyuuJhaihu＿2，Pdf 為 

構造改革特別区域法の一部を改正する法律（平成16年法律第60号）2004年5月28日公布2004年  

10月1日施行 http‥／／www・kantei・gq・jp伽／singi肱ouzou2触）urei／031105／kaiseiO8．pdf  

26「構造改革特別区域法第18条第1項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、そ  

の有する人員等に関する基準（平成16年9月30日厚生労働省令第145号）」  

27内閣府 構造改革特区担当室・地域再生事業推進室「第8回認定 構造改革特別区域計画の概要（都道  
府県別）」2005年7月7日  
28株式会社バイオマスタ⊥のホームページより http：′′www・biomaster・jp／ 

29・内閣府構造改革特区担当室・地域再生事業推進室「第8回認定 構造改革特別区域計画の概要（都道  

府県別）」2005年7月19日認定分かながわバイオ医療産業特区  
http＝／／www・kantei・gO・jp伽／singlniOuZOu2niOuhyou／050719／dai8／22．pdf  
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しかし、′2009年現在、構造改革特別区域推進本部の評価・調査委員会が、か  

ながわバイオ医療産業特区について調査し、把握し七いる現状は、主として以  

下のとおりである．（括弧内は回答者）30。  

1．（効果の発現について）わからない。（地方公共団体）  

2．特区計画認定時の予定より遅れている。 （開設会社が）診療所経営に注力し   

ていると思われる。（地方公共団体）  

3．（1年前と比べて、患者数や手術件数）ほとんど変わらない。（当該病院）  

4．事業性の実証がない限り、適用事例は増加しないと考える。事業性の実証   

には、新技術の場合は5年かかる。（当該病院）   

評価を下すには時期尚早かもしれないが、目標と現実には大きな帝難がある。  

また、地元の地方公共団体は、当該診療所が経営に注力している 

業への波及などが進む状況にないと認識してい る。 このことからも、，株式会社  

特区としては理想を掲げたものの、参入企業は経営を優先していることがうか  

がえる。   

現状の株式会社特区について、その成果が十分確認されていない中で、再び医  

療め機関特区、地域特区の構想が出てき 

であれば理解できない。、まずはこれまセの株式会社特区の検証をしっかりと行  

なうべきである、。   

日本医師会は、必要な医療はすべての国民が受けることができる国民皆保険の  

堅持が大原則であると考える。したがって、株式会社特区を創設し、＿医療とい  

う生死にかかわる分野で、当該医療機関または地域め患者、住民の不利益にな  

りうる痙念を抱きながら試行することに、原則として反対である。   

なおJ「経済財政改革の基本方針2008」に基づき、iPS細胞応用、再生医療な  

どの開発を促進する革新的技術特区（スーパー特区）が創設され、24件が採択  

8D「特例措置番号910の関連資料」構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会医療■福祉・労働部 
会（第26回）資料，2009年12月10日  
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されている31。これらはここで問題にしている株式会草特区とは異なるものであ  

ることを付記しておく。  

31内閣府「先端医療関東特区（スーパー特区）の課題の採択について」2008年11月18日  

http：／／www8・CaO・gO・jp／cstpわroject／tokku／0白1117tokkusaitakul．pdf  
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